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2026年以降に施⾏される⼈事・労務関連の法改
正を中⼼に、改正の概要と必要な実務対応をまとめ
ました。さらに、現在議論が進められている労働基
準法改正に向けた審議ポイントの詳細もまとめまし
た。
2026年の法改正として①⼦ども‧⼦育て⽀援⾦制

度の創設②男⼥間賃⾦差異と⼥性管理職⽐率の公表
義務化③⾼年齢労働者の労働災害防⽌の推進④障害
者の法定雇⽤率の引き上げ⑤ハラスメント防⽌を⽬
的とした措置の義務化⑥50⼈未満の企業における、
ストレスチェック実施の義務化 と、2027年には、
被保険者数50⼈以下の企業に対して、社会保険の加
⼊対象の拡⼤があります。

◇
①従業員に制度の趣旨と保険料の増加
⼦育てに関する経済的⽀援の強化や共働き‧共
育ての推進などを⽬的として、2024年10⽉に
⼦ども‧⼦育て⽀援法等の⼀部を改正する法律
が施⾏されました。2026年４⽉１⽇からは、
⼦ども‧⼦育て⽀援⾦制度の創設により、健康
保険法に⼀般保険料率とは別に⽀援⾦率が定め
られ、従業員の給与から控除する健康保険料に
⼦ども‧⼦育て⽀援⾦が含まれるようになりま
す。しかし、⼦ども‧⼦育て⽀援⾦は健康保険
に加⼊するすべての従業員の保険料率に加算さ
れるため、毎⽉の健康保険料は⾼くなります。
見込み額は、全制度平均250円から、2028年に
は平均450円が加算されていきます。

②常時雇⽤する労働者の数が101⼈以上の企業を
対象に、男⼥間賃⾦差異と⼥性管理職⽐率の情
報公表が義務付けられます。

③定年延⻑や再雇⽤により⾼年齢労働者が増加す
るにつれて、労働災害の発⽣も増えやすくなり
ます。2026年４⽉施⾏の労働安全衛⽣法の改
正では、労働災害の防⽌を⽬的に、⾼年齢労働
者の特性をふまえた作業環境の改善や作業管理
の配慮が企業の努⼒義務となります。

④すべての事業主は、従業員数の⼀定割合（法定
雇⽤率）以上の障害者を雇⽤する義務がありま
す。2026年７⽉からは法定雇⽤率が2.7％に引
き上げられ、実質的に従業員数37.5⼈以上の企
業は障害者雇⽤の対象になります。

⑤カスタマーハラスメント問題に関する国、事業
主、労働者、顧客の責務が明確化され、企業に
雇⽤管理上の必要な措置を講じることが義務付
けられます。事業主が実施すべき具体的な措置
の内容は、今後指針で公表される予定です。⾃
社におけるハラスメント防⽌の⽅針を明確化し
て従業員に周知し、ハラスメントを許容しない
体制の構築に取り組みます。

⑥現⾏では50⼈以上の事業所に義務付けられてい
るストレスチェックの実施が、50⼈未満の事業
所にも拡⼤されます。

⑦社会保険の適⽤拡⼤はこれまで段階的に⾏われ
てきましたが、2027年10⽉より、その対象が
さらに拡⼤されます。現⾏で社会保険の加⼊対
象となっているのは、以下に該当する労働者で
す。
●51⼈以上の企業で、以下の要件を満たす短時
間労働者

●適⽤事業所で働く正社員およびパートタイマー

簡易的にまとめましたが、各行政のホームページ
や学習会などで、今後の法改正で働き方が変わるこ
とを把握していきましょう。
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